
 

令和３年 第４回美里町農業委員会総会会議録 

 

１．開 催 期 日   令和３年４月２６日 

２．開 催 場 所   美里町役場２０１会議室 

３．開催時刻及び宣告者  午後 １時３０分 会長 

４．閉会時刻及び宣言者  午後 ４時１０分 会長代理 

５．議 長  会長 根岸 茂登雄 

６．委 員 出 席 状 況 

議席番号 農業委員氏名 出欠席 議席番号 
農地利用最適推進委員

氏 名 
出欠席 

 １  関根 尚子 出席 東児玉１  井上  彰 出席 

 ２ 塚田 あつ子 〃  〃 ２ 井上  進 〃 

 ３ 深田 敏男 〃  〃 ３ 岡部 順一 〃 

 ４ 長谷川 雄二 〃  〃 ４ 萩原 良三 〃 

 ５  飯野 泰司 〃 松久 １ 小暮 義昭 〃 

 ６  中沢 秀樹 〃  〃 ２ 田端 益隆 〃 

 ７         中島  勝 〃  〃 ３ 德世 久美子 〃 

 ８  坂本 典穗 〃  〃 ４ 播摩 卓也 〃 

 ９ 中沢 健太郎 〃 大沢 １ 阿武 富士子 〃 

１０  根岸 茂登雄 〃  〃 ２ 栗原 裕 〃 

１１  中嶋 敬子 〃  〃 ３ 根岸 上 〃 

農業委員会委員     出席：１１名  欠席：０名  計：１１名 

農地利用最適化推進委員 出席：１１名  欠席：０名  計：１１名 

７．会 議 参 与 者  なし 

８．事務局職員出席者  丸山 保  堀内 匠  上田 禎礎 

９．会 議 進 行 状 況 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。時間になりましたので、はじめさせていただきます。ただいま

の出席数は農業委員１１人、農地利用最適化推進委員１１人です。農業委員の過半数

に達しましたので、これより農業委員会総会第４回会議を開きます。 

 会議規則第１３条第２項の規定により、議事録署名人に３番委員並びに４番委員を

指名いたします。 

 会議規則第４条の規定により、議長を務めさせていただきます。これより、議事に

入ります。 

 

 第１号議案 農地法第３条を議題といたます。３条の番号１について、事務局より

説明をお願いします。 



 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

３番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

下児玉１番 

 

議 長 

 

 

 

推進委員 

松久１番 

 

 

議 長 

 

 番号１ 貸人 ○○市○○△△△番地△、渡人 ○○市○○町○○△△△番地△

－、土地の所在 大字○○○字○○○△△△番△、地目 畑 １筆 ３９㎡、権利内

容 区分地上権（20 年間）、理由 農地下部に排水管を設置するため、農業者年金 

無、自作地 ０㎡、借受地 ０㎡、貸付地 ０、取得状況 平成 25年 4月 7日 相

続、位置 農用地区域外 自宅から０ｋｍ、取得前 畑 取得後 畑。 

 ４ページをご覧ください。左側が付近の状況図、真ん中が公図の写しとなっており

ます。申請地の北側に借人が本社を建設するにあたり、排水を北側の県道に流す予定

でしたが、県では一般住宅以外の排水を側溝に流すことは認めておらず、南側の町道

側溝に排水を流すために、今回の申請地の地中に排水管を設置するとのことです。今

回の、区分地上権ですが、農地の地中、又は地上の一定の範囲に工作物を設置する場

合、耕作に支障なければ、区分地上権として認めて良いこととなっております。 

 申請は、排水管から地上までは 15～30㎝くらいの泥を被せることで耕作には影響

はないと申請人からは伺っております。 

３ページにお戻りください。ご審議をよろしくお願いします。 

 

 

 ３条の番号１を審議いたします。３番委員より補足説明をお願いします。 

 

 

申請人から連絡があり現地を確認いたしました。県道に排水を流すことはできない

とのことで問題ないと思いますので、ご審議をよろしくお願いします。 

 

 

 次に、推進委員下児玉１番より意見がありましたらお願いします。 

 

 

 現地を確認しました。特に問題ないと思います。ご審議をよろしくお願いします。 

 

 

 次に、その他の推進委員の方で意見がありましたらお願いします。松久１番推進委

員 

 

 

 県道側溝には排水を一般住宅以外は流せなくて一般住宅は流せる理由は何ですか。 

 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 



 

 

事務局 

 

 

 

推進委員 

松久１番 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

推進委員 

松久１番 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

推進委員 

松久１番 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 基本的には、県道への排水は認めておらず、一般住宅であればやむを得ず認めてい

るとのことです。 

 

 

 県道にある事業所等はどこに排水を流しているのですか。 

 

 

 

事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

ケースにもよりますが、周辺にある町の水路や町道側溝に流して、県道側溝には流

していないとのことです。 

 

 

 そうなると、今後事業所が県道に建てられなくならないですか。 

 

 

 

事務局より説明をお願いいたします 

 

 

 道路の担当にも確認したのですが、今回だけでなく今までも県道には排水を流せな

いということは伺っております。 

 

 

 この件について、今後県は考えを改めるということはないのでしょうか。 

 

 

 

 事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

農業委員会で意見があったということを伝えさせていただきます。 

 

 

他に推進委員の方で意見はありますか。なければ農業委員から質問はありますか。



 

 

 

１番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

１番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

５番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

５番委員 

 

 

議 長 

 

１番委員。 

 

 

県道には公共下水はないのですか。 

 

 

事務局より説明お願いいたします。 

 

 

上下水道課に確認したところ、南側に一部あるそうですが、申請地の場所ではつな

げないため今回の申請に至ったとのことです。 

 

 

排水には雨水も含まれるのですか。 

 

 

事務局より説明お願いいたします。 

 

 

排水には雨水は含まれません。雨水は自身の敷地内で処理することとなっておりま

す。 

 

他に質問はありますか。５番委員。 

 

 

この申請地の農地は、今後使わないということでしょうか。 

 

 

事務局より説明お願いいたします。 

 

 

申請地の農地は、借人が維持管理すると伺っております。 

 

 

申請地の隣接する農地○○○番地○と○○○番地○は、貸人の農地ですか。 

 

 

事務局より説明お願いいたします。 

 



 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

１番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

２番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そちらの農地は、第３者のものとなっております。 

 

 

他に質問はありますか。１番委員。 

 

 

申請地には境界杭など何もなく隣接する農地との境が分かりませんが、今後杭など

は設置しないのでしょうか。 

 

 

事務局より説明お願いいたします。 

 

 

隣接する農地は一体的に利用しているので、今後もそのままだと伺っております。 

 

 

他に質問はありますか。２番委員。 

 

 

15 ㎝だとロータリーなどで掘り起こした際に管を壊してしまう可能性があります

が、許可を出しても大丈夫なのでしょうか。 

 

 

事務局より説明お願いいたします。 

 

 

当時者間で問題はないとのことで申請に至っております。 

 

 

他に質問はありますか。質問がないようですから、採決したいと思います。３条の

番号１について、許可と思われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 賛成全員につき、許可と決定します。 

 

 続いて、３条の番号２について、事務局より説明をお願いします。 

 



 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

３番委員 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 番号２ 受人 大字○○○△△△△番地 ○○ ○○、渡人 ○○市大字○○△△

△△番地○○○○○○ ○○ ○○、○○○○市○○区△丁目△番△△号 ○○ ○

○ 土地の所在 大字○○○字○○○△△△△番△、地目 畑 １筆 1168 ㎡、権

利内容 所有権、理由 規模拡大、農業者年金 無、自作地 10,371㎡、借受地 ０、

貸付地 4,999、取得状況 令和 2年８月４日 相続、不耕作 無、家族数 ２、従

農数 １、経態 専業、位置 農用地区域外 自宅から 30ｍ、取得前 畑 取得後 

畑。 

 農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしている

と考えます。 

 

５ページをご覧ください。 

左側が付近の状況図、右側が公図の写しとなっております。 

申請地は大字○○○○地内の農地で、現在、保全管理されております。 

受人の年齢は現在 86歳の専業農家で、主に水稲や露地野菜を生産されております。 

また、譲受人の弟である○○○○氏も農作業に従事しているとのことです。 

申請に至った経緯についてですが、 

 渡人：相続で譲り受けたが、耕作できないため 

 受人：耕作面積の増加をはかり、生産効力を上げ売上増加をはかりたい。 

 といった内容で、話がまとまったとのことです。 

また、右側の公図 申請地西側の○○○△△△は譲受人の自己所有農地でありま

す。 

申請地取得後は西側の自己所有農地と一体的に利用して果樹を作付けする予定と

のことです。 

以上、番号２の案件になります。ご審議をお願いいたします。 

 

３ページにお戻りください。ご審議をよろしくお願いします。 

 

 

 ３条の番号２を審議いたします。３番委員より補足説明をお願いします。 

 

 

申請地取得後は受人の西側の所有農地と一体的に果樹を植えるとのことです。また

本人は高齢で農作業多くはできないと思いますが弟が農作業に従事しているため問

題はないと思われます。ご審議をよろしくお願いします。 

 

 

 次に、推進委員東児玉２番より意見がありましたらお願いします。 

 



 

推進委員 

東児玉２番 

 

 

議 長 

 

 

 

推進委員 

松久１番 

      

    

議 長 

 

 

 

７番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

    

議 長 

 

 

３番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 現地を確認しました。申請地取得後は受人の西側の所有農地と一体的に利用すると

のことなので特に問題ないと思います。ご審議をよろしくお願いします。 

 

 

 次に、その他の推進委員の方で意見がありましたらお願いします。推進委員松久 1

番 

 

 

 この申請地の渡人は遠方に住んでいるため農地を維持管理するというのは無理だ

と思いますので近くの受人に所有権移転した方がいいと思います。 

 

 

 他に意見はありますか。意見がないようですので、次に移ります。 

 次に、農業委員の方で質問のある方の挙手を求めます。７番委員 

 

 

 受人の貸付地が 4999㎡あるとのことですが、規模拡大として耕作面積を広げても

問題はないのでしょうか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 農地法では、貸付地があっても自作地が 5000㎡以上あれば問題はありません。 

 

 

 他に質問はありますか。３番委員 

 

 

 主に農作業に従事しているのは弟だと思うが、受人が申請地を所有権移転してもよ

ろしいのでしょうか。受人の弟が受けた方がいいのではないでしょうか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 農作業については、世帯で判断することになっております。同一世帯にあるためど

ちらが受人になっても農地法上は、問題ありません。 



 

 

議 長 

 

 

1番委員 

 

 

    

    

 議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 他に質問がありますか。１番委員 

 

 

 受人が第 3 者に農地を貸していても農地は買えるとのことで、今回は規模拡大と

して申請がありますが、どの程度の面積を貸していたらいけないとかそういった具体

的な根拠法令はあるのですか。 

 

 

事務局より説明お願いいたします。 

 

 

農地法では、下限面積要件というものがありまして、受人の自作地の耕作面積が

5000 ㎡以上ないといけないという条件があります。受人は 5000 ㎡以上の耕作面積

があるので、4999㎡貸していても問題ありません。 

 

 

他に質問はありますか。質問がないようですから、採決したいと思います。３条の

番号２について、許可と思われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 賛成全員につき、許可と決定します。 

 

続いて、３条の番号３について事務局より説明をお願いします。 

 

 

番号３の審議前に報告事項１と２が審議に関係するため、先に報告させていただきま

す。 

４７ページをご覧ください。 

農地法第４３条第１項の規定による届出についてでございます。 

これまで施設底面などを全面コンクリート張りにする場合、農地転用許可が必要でし

たが、平成３０年１１月より取扱が見直され、届出をすれば農地転用許可が不要とな

りました。 

次ページをご覧ください。 

届出人 美里町大字○○△△△番地 ○○ ○○ 場所大字○○△△△－△、大字○

○△△△、△△△、△△△、△△△、△△△番地で全体面積は１０，８３４㎡に農作

物栽培高度化施設９，６４３㎡を設置しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでいうところの農作物栽培高度化施設の基準は、もっぱら農作物の栽培の用に供

さるもので周辺の農地等の営農条件に支障を生ずるおそれがないものとなっていま

す。 

次ページをご覧ください。○○△△△番地△と○○△△△外４筆にあるハウス施設の

一部に底部をコンクリート張りし、ラベンダーやポインセチアを栽培しています。 

続きまして、５０ページをご覧ください。 

２アール未満の農業用施設の届出についてでございます。 

小規模な（２００㎡）未満の農業用施設設置には農地転用許可が不要となるものです。 

農業用施設の管理又は利用のために必要不可欠な駐車場やトイレ、事務所等は施設と

一体的に設置される場合、農業用施設に該当するとのことです。 

次ページをご覧ください。 

こちらの届け出につきましては、先ほどの高度化施設を管理するにあたり、従業員の

休憩や事務所として高度化施設に併設して設置してあるもので、１棟 ８０㎡とのこ

とです。 

次ページをご覧ください。 

配置図にあるように高度化施設のなかに届出の事務所があり、こちらは事務所として

利用しておりました。 

いずれの施設も建設当時や平成２６年２月の雪害で被害を受け、補助金をいただき修

繕と建て替えをしましたが、農地法の手続きが必要であることを知らず建設したとの

ことです。 

届出人からは、園芸用施設を先代から引き継ぎ、雪害により大きな被害をうけたが、

今後も引き続き事業を行っていくために必要な施設であり、今後はこのようなことが

ないよう事前に農業委員会に相談するなど注意すると始末書が提出されました。 

これから審議いただく農地法３条番号３の受人 ○○○氏は○○氏の父にあたるた

め審議前に報告させていただきました。 

 

 

 番号３  受人 大字○○△△△番地 ○○ ○、渡人 大字○○△△△番地 ○

○ ○○ 土地の所在 大字○○字○○○△△△番△、地目 畑 １筆 421㎡、権

利内容 所有権、理由 規模拡大、農業者年金 有、自作地 11,823 ㎡、借受地 

3,269 ㎡、貸付地 1,227㎡、取得状況 平成４年１０月５日 相続、不耕作 無、

家族数 ４、従農数 ２、経態 専業、位置 農用地区域外 自宅から 500ｍ、取得

前 畑 取得後 畑。 

 

 農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしている

と考えます。 

６ページをご覧ください。 

左側が付近の状況図、右側が公図の写しとなっております。 

申請地は大字○○字○○○地内の農地で、現在、保全管理されております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１０番委員 

 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

松久３番 

 

 

議 長 

 

 

 

 

５番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

受人は現在 91歳で、農業は営んでおりません。 

しかし、譲受人の息子である○○○○氏が農作業に常時従事しており、「譲受人の

世帯員が農業に従事している」ため、３条の許可要件は満たしております。 

 申請理由につきましては、 

 譲渡人：隣接地の所有農地を効率よく耕作してもらいたい 

 譲受人：耕作面積を拡大して、生産性の効率化を図る  

といった内容で話がまとまったとのことです。 

 

 

３ページにお戻りください。ご審議をよろしくお願いします。 

 

 

 ３条の番号３を審議いたします。１０番委員より補足説明をお願いします。 

 

 

申請人から連絡があり現地を確認しました。申請地に隣接する農地は受人のもので

取得後は一体的に利用するとのことなので特に問題ないと思います。ご審議をよろし

くお願いします。 

 

 

 次に、推進委員松久３番より意見がありましたらお願いします。 

 

 

 現地を確認しました。特に問題ないと思います。ご審議をよろしくお願いします。 

 

 

 

 次に、その他の推進委員の方で意見がありましたらお願いします。 

 ないようですので、次に、農業委員会の方で質問のある方の挙手を求めます。５番

委員 

 

 

 申請地の○○△△△番地△は、受人の農地ですか。 

 

 

事務局より説明お願いいたします。 

 

 

 受人の農地となっております。 



 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 他に質問はありますか。質問がないようですから、採決したいと思います。３条の

番号３について、許可と思われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 賛成全員につき、許可と決定します。 

 

 ３条の審議が終わりましたので事務局長より審議結果の確認をお願いします。 

 

 

 農地法第３条の番号１の案件につきましては許可、番号２の案件につきましては許

可、番号３の案件につきましては許可と議決されました。 

 

 

 第２号議案 農地法第５条を議題といたします。５条の番号１について、事務局よ

り説明をお願いします。 

 

 

 番号１ ８ページ番号１をご覧ください。 

農地法第５条の規定による許可申請についてです。 

受人 大字○○○△△△番地 ○○ ○○ 渡人 ○○○△△△番地 ○○ ○○ 

土地の所在 大字○○○字○○○△△△番△ 地目 田 １筆 ３８５㎡ 転用目

的 自己用住宅 権利内容 使用貸借権 申請内容 職業 看護師 新設 １棟 

８２．３８㎡ ２階建て  取得状況 平成２２年１１月３０日 相続 仮登記 無 

抵当権 無 位置 第１種農地 農用地区域外 宅地に接続 次ページをご覧くだ

さい。 

場所は大字○○○字○○○内の農地になります。 

申請地は第１種農地となり転用は難しい土地ですが、集落に接続して設置される住宅

は例外規定に該当します。 

次ページをご覧ください。公図、配置図になります。 

公図をご覧ください。受人の自宅は田んぼをはさんだ西側になり、妻の両親と同居し

ています。子どもの成長と共に手狭な状況となり、独立を考えていたところ申請地を

譲って頂けることになり、子どもたちも現在の環境を維持できるので計画したとのこ

とです。 

道路接続については、申請地南の道路に埋設してある水道と道路側溝に排水を接続す

るとのことです。 

建物は新築１棟２階建てで建築面積は８２．３８㎡、その他駐車スペースの予定です。 



 

 

 

議 長 

 

 

１番委員 

 

 

 

 

 

 

推進委員 

東児玉２番 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

８ページにお戻りください。ご審議をお願いいたします。 

 

 

 ５条の番号１を審議いたします。１番委員より補足説明をお願いします。 

 

 

 申請人から連絡があり現地を確認いたしました。特に問題ないと思います。ご審議

をよろしくお願いします。 

 

 

 次に、推進委員東児玉２番より、意見がありましたらお願いいたします。 

 

 

 現地を確認いたしました。問題ないと思われますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 ほかに意見はありますか。意見がないようですから、次に移ります。 

 

 次に、農業委員の方で質問のある方の挙手を求めます。 

 

 質問がないようですから、採決したいと思います。５条の番号１について、許可相

当と思われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 続いて、５条の番号２について事務局より説明をお願いします 

 

 

番号２をご覧ください。 

受人
うけにん

 ○○市○○△丁目△番△△号 ○○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○    

渡 人
わたしにん

大字○○△△番地 ○○ ○○ 大字○○字○○△△△番△ △△△番△ △

△△番△、△△△番△、 地目 田 ５筆 ２，２６９㎡ 転用目的 倉庫の建設 権

利内容 所有権 申請内容 職業 運送業・倉庫業 新設 倉庫６６０㎡ ３２７．

５７㎡ トラックヤード ３６６㎡ トイレ棟 ９．４７㎡ 取得状況 平成２３年



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

６番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

２番委員 

 

 

議 長 

 

６月５日 相続 ３３５番１のみ 昭和６０年１０月３０日 売買 仮登記 無 

抵当権 無 位置 第２種農地 農用地区域外 宅地に接続 です。 

１１ページをご覧ください。場所は大字猪俣字曲
まが

り田
だ

地内の農地になります。 

次ページをご覧ください。公図、配置図になります。 

受人は○○市に本社と車両置場を構え、○○町にも道路を挟み申請地の西側に１，０

２３．７４㎡の土地に倉庫を所有しております。また、保有車両は大型トラック１０

台 ４ｔトラック１１台 ２ｔトラック３台の計２４台を所有し、現在従業員は２５

名となっています。 

平成２６年に運送業として会社を設立し、令和元年１１月には運送業に関連して○○

町○○地内に倉庫を建築して倉庫業を行っているとのことです。 

このたび、新たな取引先の販売促進用品の保管で倉庫を建設することとなり、既存の

倉庫に近いこともあり、運搬車の配車計画も立て易いことから申請地を選んだとのこ

とです。 

事業用地は全体で２，３６７．０２㎡となり農地以外に水路と雑種地があります。事

業敷地が１０００㎡以上となることから町の開発案件となり、申請地の真ん中にある

水路の付替えや出入り口などについて協議済みとのことです。そして、配置図の右上

の黒塗り部分は緑地帯となります。 

道路接続については、西側に車道幅員５．５メートルの道路に接続し、水道と集落排

水を接続するとのことです。 

８ページにお戻りください。ご審議をお願いいたします。 

 

 

５条の番号２を審議いたします。６番委員より補足説明をお願いします。 

 

 

 申請人から連絡があり現地を確認いたしました。問題はないと思いますのでご審議

をよろしくお願いします。 

 

 

 次に、推進委員大沢２番より、意見がありましたらお願いいたします。 

 

 

 現地を確認いたしました。問題ないと思われますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 他に推進委員から意見はありますか。大沢２番 

 



 

推進委員 

大沢２番 

 

事務局 

 

 

議 長  

 

 

推進委員 

大沢２番 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

６番委員 

 

 

 

 

議 長 

 

 

３番委員 

 

 

 この申請で全体の工程表は出ているのですか。 

 

 

 着工が令和３年６月１日～令和３年１０月３１日までとなっております。 

 

 

 他に質問はありますか。大沢２番 

 

  

 今回倉庫を建設するにあたって申請が出てきていますが、会社というのは業績がい

い時もあれば悪い時もあります。農業委員会では、会社の将来性を見て許可、不許可

を出した方がいいのではないでしょうか。 

 

 

事務局より説明お願いいたします。 

 

 

 農地転用の申請というのは、申請後すぐに転用したいという申請を受け付けていま

す。審査の中に、資金がどれくらいあるのか、土地所有者との契約がどうなっている

か、建築の見積もりなどの書類を出してもらっています。 

 申請に必要な書類はすべて提出されております。 

 仮に、申請とは違う建物などが建っていたら指導の対象となります。 

  

 

 そのほか質問はありますか。なければ次に農業委員から質問はありますか。 

 ６番委員 

 

  

 推進委員大沢２番の言っていることも分かりますが、農業委員会では、申請された

内容を真摯に受け止め、申請の内容が、農地法上いいのかどうかを審議していけばい

いと思います。 

 

 

 他に何か質問はありますか。３番委員 

 

  

申請地の西側大字○○○△△△-○は誰の所有地ですか。 

  



 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局より説明お願いいたします。 

 

  

 受人の所有地となっております。 

 

 

 他に質問はありますか。質問がないようですから、採決したいと思います。５条の

番号２について、許可と思われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 賛成全員につき、許可と決定します。 

 

 ５条の審議が終わりましたので事務局長より審議結果の確認をお願いします。 

 

 

５条の審議が終わりましたので事務局長より審議結果の確認をお願いします。 

 

 

 農地法第５条の番号１、番号２の案件につきましては許可相当と議決されました。 

 

 

 第３号議案 美里農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の変更に係る意見につ

いてを議題といたします。 

 

事務局より更新の番号１について説明をお願いいたします。 

  

 

１３ページをご覧ください。 

農業振興地域整備計画の変更に係る意見照会です。 

農振農用地（通称青地）は町が指定しています。そして、農用地から除外（白地）や

用途変更などする場合、農業委員会に意見照会することが定められています。 

なお、用途区分の指定については、農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農

業上の効率的かつ総合的な利用に支障がなく、土地改良施設の有する機能に支障を及

ぼすおそれがないことの２点に配慮することとなっています。 

次ページをご覧ください。 

事業計画者 株式会社○○○○○○○○○ 代表取締役 ○○ ○○ 変更目的 

農業用施設（養豚業豚舎及び付帯施設） 農用地利用区分の変更をしようとする土地



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３番委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

は 大字○○○△△△、△△△番地 地目 田 変更面積４，０５８㎡ 利用区分変

更の２号要件、４号要件は支障なしとの報告です。 

次ページをご覧ください。大字○○○地内の農地になります。 

次ページをご覧ください。 

事業計画者は現在の施設西側に建築面積１，５８１㎡となる新たな豚舎を計画してお

り、１６００頭程度の収用規模となり、年間３，０００頭程度の出荷が可能になると

のことです。 

施設建設後は既存農場と新設豚舎を並行して運営し、将来的には既存農場も取り壊し

新たな豚舎も建設する予定とのことです。 

事業計画者の代表取締役である今井氏は４０年にわたり養豚業を営んできたが、事業

拡大を目指し、共同代表である○○氏と令和元年８月に株式会社○○○○○○○○を

設立したとのことです。 

本申請地は既存施設に隣接した土地であり、事業拡大するにあたり既存施設を活用し

ながら施設の更新を行うにも適した土地とのことです。 

今回は農業用施設（豚舎）へ用途変更することに対する意見照会でございます。 

今後、農地転用の申請があり、その際に農地法に沿った審議となります。 

ご審議をお願いします。 

 

次に、推進委員の方で意見がありましたらお願いします。意見がないようですから、

次に移ります。 

 

 次に、農業委員の方で質問のある方の挙手を求めます。３番委員 

 

 

 今回の申請は、開発で農業用施設に変更になったものの報告なのか農業委員で審議

して変更になるのか教えていただきたい。 

 また、豚舎が建てられた後に、申請者である○○が辞めて○○に変更になったとき

○○が経営を続けていくとなったとき○○は町外の人ですが豚舎の存続は問題はな

いのでしょうか。 

 

 

今回皆様に審議していただくのは、田んぼとしていたものを農業用施設に変更して

もいいかという意見照会でございます。 

地域開発審議会で今回の変更の農業利用への支障と土地改良施設への支障はない

と審議されております。 

また、経営については、個人ではなく法人化されておりますので、継続されると思

われます。 

 

 



議 長 

 

 

６番委員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

推進委員 

松久 2番 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他に質問はありますか。６番委員。 

  

  

 私は地域開発審議会に出席し、相当な時間をかけて話し合いを行いました。そちら

でもこの事業の今後の将来性が心配されましたが、将来を見据えた取り組みであると

いうことで話がまとまりました。 

 私としては、今回の事業が成功し、町の将来の農業のモデルとなっていただきたい

と考えております。 

  

 

 他に質問ありますか。推進委員松久 2番 

 

 この建物ができると、においの問題が出てくると思いますが、そういったときはど

こが担当なのでしょうか。また、仮に民家の近くに今回のような申請があったときは

農業委員会で判断してよろしいのでしょうか。 

 

 

 今回の申請は、建物の設備も新しくなり、周りに迷惑ががかるほどのものではない

と話を伺っております。 

 農地法上では、周りの農地に影響が出るかどうかなのでにおいで申請を不許可にす

るの難しいと思います。 

 

 

他に質問がありますか。 

 

 

質問がないようですから、採決したいと思います。 

 農業振興地域整備計画の変更に係る意見について「意見なし」とすることでよいと

思われる農業委員は挙手をお願いいたします。 

 

（農業委員全員挙手） 

 

 賛成全員につき、許可と決定します。 

 

第４号議案 農用地利用集積計画（案）による利用権の決定について議題といたし

ます。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

 

 



事務局  

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 農用地利用集積計画（案）による利用権の決定について 

  本日お配りさせていただきました、農地中間管理事業の概要が書かれたパンフレ

ットと A4の地図「第４号議案・第５号議案参考資料」を入れさせていただきました。

こちらは、美里町内の農地中間管理事業の区割りの図となっておりますので参考にご

覧いただければと思います。 

それでは緑色のパンフレットの表紙をご覧ください。 

まず初めに、農地中間管理事業について簡単にご説明させていただきます。 

農地中間管理事業とは、農地の出し手（所有者）と受け手（耕作者）との間に農地

中間管理機構（埼玉県農林公社）が間に入って農地の貸し借りを行う事業です。農地

中間管理機構が両者の間に入ることにより、農地の出し手・受け手ともに数多くのメ

リットがあります。（パンフ３ページ参照） 

続いて、区割りの地図をご覧ください。 

平成２６年広木・駒衣地区から始まった農地中間管理事業ですが、これまで、「古

郡」「沼上」「十条」「下児玉」「根木・阿那志」「小茂田」と毎年推進しており、今年

度は関地区を重点推進地区とさせていただいております。 

この度、町の方から 農地中間管理事業 下児玉地区、古郡地区、広木・駒衣地

区、根木・阿那志地区、十条地区、小茂田地区、沼上地区における農用地利用集積

計画（案）が作成されました。 

 本議案にて、農用地利用集積計画の決定の可否を審議していただきます。 

 なお、集積計画が決定となった場合は、町の方で公告をすることにより、権利の移

動が生じることになります。 

 

 それでは、議案書１８ページの下児玉地区から順に説明させていただきます。 

 Ｒ３～Ｒ１３ １０年・賃貸借、田 １０，４８７㎡、計 １０，４８７㎡、貸手 

２、借手 １、筆数 ５、借賃／１０ａ ４，０００円。 

 １９ページをご覧ください。こちらが下児玉地区の内訳となっております。 

 続いて、２０ページをご覧ください。古郡地区の概要表になります。 

 Ｒ３～Ｒ１３ １０年・賃貸借、田 １，０８７㎡、計 １，０８７㎡、貸手 １、

借手 １、筆数 １、借賃／１０ａ ３，０００円。 

 ２１ページをご覧ください。こちらが下児玉地区の内訳となっております。 

 続いて、２２ページをご覧ください。こちらが広木・駒衣地区の概要表となってお

ります。 

 Ｒ３～Ｒ１３ １０年・賃貸借、田 ５，９２１㎡、畑 ２，２９１㎡ 計 ８，

２１２㎡、貸手 １、借手 １、筆数 ４、借賃／１０ａ 田 ６，５００円 畑３，

０００円。 

 ２３ページをご覧ください。こちらが広木・駒衣地区の内訳となっております。 

 続いて、２４ページをご覧ください。根木・阿那志地区の概要表になります。 

 Ｒ３～Ｒ１３ １０年・賃貸借、田 ６，０３３㎡、計 ６，０３３㎡、貸手 １、

借手 １、筆数 ２、借賃／１０ａ ４，０００円。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

１１番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 ２５ページをご覧ください。こちらが根木・阿那志地区の内訳となっております。 

 続いて、２６ページをご覧ください。十条地区の概要表になります。 

 Ｒ３～Ｒ１３ １０年・賃貸借、田 ８，６４１㎡、計 ８，６４１㎡、貸手 ２、

借手 １、筆数 ７、借賃／１０ａ ４，０００円。 

 Ｒ３～Ｒ１３ １０年・使用貸借、畑 ２，７１８㎡、計 ２，７１８㎡、貸手 １、

借手 １、筆数 １、借賃／１０ａ ０円。 

 ２７ページをご覧ください。こちらが十条地区の内訳となっております。 

 続いて、２８ページをご覧ください。小茂田地区の概要表になります。 

 Ｒ３～Ｒ１３ １０年・賃貸借、田 ３，８９３㎡、畑 １７，５９４㎡ 計 ２

１，４８７㎡、貸手 ９、借手 １、筆数 ２９、借賃／１０ａ 田 ４，０００円。 

 畑 ３，０００円。 

 ２９ページをご覧ください。こちらが小茂田地区の内訳となっております。 

 続いて、３０ページをご覧ください。沼上地区の概要表になります。 

 Ｒ３～Ｒ１３ １０年・賃貸借、田 １２，０６７㎡、計 １２，０６７㎡、貸手 

３、借手 １、筆数 ４、借賃／１０ａ ４，０００円。 

 ３１ページをご覧ください。こちらが沼上地区の内訳となっております。 

  

以上、第４号議案になります。ご審議をお願いいたします。 

 

  

 次に、推進委員の方で意見がありましたらお願いします。意見がないようですから、

次に移ります。 

 

 次に、農業委員の方で質問のある方の挙手を求めます。１１番委員 

 

  

 借賃が地区によってバラバラなのはなぜですか。 

 

 

 事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

 中間管理機構は地区ごとに、借賃が決められております。その借賃は、地区の担い

手の会議で決められた金額になります。 

 

 

 他に質問はありますか。３番委員 

 

 



３番委員 
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 用水費は負担するのですか。 

 

 

 事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

 耕作者が負担することになります。 

 

 

質問がないようですから、採決したいと思います。 

 

 第４号議案 農用地利用集積計画（案）による利用権の決定について、賛成と思わ

れる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 賛成全員につき、決定します。 

 

 第５号議案 農用地利用配分計画（案）を議題といたします。事務局より説明をお

願いいたします。 

 

 

 農用地利用配分計画（案）について 

 こちらについては、先ほど第４号議案で決定された農地の配分、または既に集積し

てある農地の再配分 の計画（案）になります。 

 本議案については、法律（農地中間管理事業の推進に関する法律：１９条）で「必

要があると認められるときは、農業委員会の意見を聴くものとする」と定められてお

ります。 

 つきましては、皆さんにご審議いただき、意見があれば述べていただければと思い

ます。 

議案書３３ページが下児玉地区、３４ページが古郡地区の農用地利用配分計画（案）

です。 

続きまして３５ページが広木・駒衣地区の配分計画（案）、３６ページが根木・阿

那志地区の配分計画（案）、３７～３９ページが十条地区の配分計画（案）、４０～４

２ページが小茂田地区の配分計画（案）、４３～４４ページ沼上地区の配分計画（案）

となっております。 

内容については、時間の関係で割愛させていただきます。ご了承ください。 

以上、第５号議案になります。ご審議をお願いいたします。 
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議 長 
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 次に、推進委員の方で意見がありましたらお願いします。意見がないようですから、

次に移ります。 

 

 次に、農業委員の方で質問のある方の挙手を求めます。質問がないようですから、

採決したいと思います。 

 

 計画（案）について、支障がないと思われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 （農業委員全員挙手） 

 賛成全員につき、支障なしとします。 

 

  

 第６号議案 認定農業者の申請について を議題といたします。事務局より説明を

お願いいたします。 

 

 

 ４５ページをご覧ください。 

認定農業者の認定は、申請者が農業経営改善計画を作成し、町で受付後、農業経営改

善支援センターにおいて審査したのち、農業委員会に意見を求めることとなっていま

す。 

更新の２件について、農業経営改善計画の目標年次が５年後となっているため、新た

な目標を立て改善計画を立てたとのことです。 

 

番号１ ○○ ○ ○○○△△△番地 △△歳 営農類型 稲作 麦類 果樹類 

計画の概要 主食用水稲 ２００→３００ａ 飼料用米 １００ａ 小麦 ５８０

→７００ａ ブルーベリー・うめ ２３ａ 経営改善の方向の概要 農地の集積を行

い作業効率の向上を図り、併せて米麦の規模拡大を目指す。 梅の選別等を行う作業

場が手狭になってきているため、拡張を検討していきたい。とのことです。 

 

番号２ ○○ ○○ ○○△△番地△ △△歳 営農類型 露地野菜 ブロッコリ

ー １９０→２５０ａ ネギ ３０→５０ａ トウモロコシ ６０→１００ａ ナ

ス １０→１５ａ キャベツ ２０ａ その他野菜（ほうれん草、春菊、スイカ等） 

３０ａ 経営改善の方向の概要 やや能力不足な農業用機械があり作業が滞ること

があるため、高性能な機械への更新を行い、作業効率の向上を図る。点在している経

営農地の集積と併せて規模拡大を目指す。また、規模拡大に合わせて育苗ハウスの拡

張についても検討していきたい。とのことです。 
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次に、推進委員の方で意見がありましたらお願いします。意見がないようですから、

次に移ります。 

 

 次に、農業委員の方で質問のある方の挙手を求めます。質問がないようですから、

採決したいと思います。 

 

 認定農業者の申請に係る意見について、更新の番号１については、「意見なし」と

することでよいと思われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 賛成全員につき、決定します。 

 

続いて、第３号報告事項について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

農地法第１８条第６項の規定による通知について 報告させていただきます。 

 こちらは農地の賃貸借の合意解約になります。 

 今月は合計３９筆の解約の届出がありました。 

 内容につきましては、割愛させていただきます。 

 以上、第３号報告事項になります。よろしくお願いいたします。 

 

 次に、推進委員の方で意見がありましたらお願いします。意見がないようですから、

次に移ります。 

 

 次に、農業委員の方で質問のある方の挙手を求めます。質問がないようですから、

次に移ります。 

 

 

議案のすべてを審議いたしましたので、これで会議を閉じ議長の任を解かさせてい

ただきます。慎重審議ありがとうございました。閉会を会長代理にお願いいたします。 

 

 

 本日も意見がたくさん出て、よい会議になったと思います。次回もよろしくお願い

いたします。ありがとうございました。以上をもちまして、第４回の農業委員会総会

を終了します。 

 



上記会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するためここに署名する。 

 

   令和３年４月２６日 
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